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中期目標を達成するための計画
・知事の認可が必要
・知事は、認可の際は評価委員会
の意見聴取が必要

事業年度の業務運営に関する計画
・毎事業年度の開始前に知事に届出

中期計画【法人】

年度計画【法人】

各事業年度における業務の実績
についての評価
・評価委員会は、知事に報告
・知事は、議会に報告

年度評価
【評価委員会】

中期目標期間における業務の実
績についての評価
・評価委員会は、知事に報告
・知事は、議会に報告

期間評価
【評価委員会】

６年間において地方独立行政法
人が達成すべき業務運営に関す
る目標
・期間は６年間
・評価委員会の意見聴取が必要
・議会の議決が必要
・あらかじめ公立大学法人の意見
を聴き、当該意見に配慮

中期目標期間の終了時における検討
に基づく措置
・検討項目は業務を継続させる必要
性、組織の在り方その他その組織及
び業務の全般
・知事は、評価委員会の意見を聴取

中期目標【県】

中期目標期間
終了時の検討
【県】

中期計画の
解釈運用の
参考資料

資料資料資料資料１１１１－－－－２２２２


